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経済産業省による令和 5年度補正予算 省エネ補助金の公募期間等について (情報提供)

今般、令和 5年度補正予算による「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業

費補助金」及び「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の事業概要、公募要領が

公開された旨、日医より通知が参りました。

本件補助事業は、医療機関、介護施設等も紺象となり得ますので、貴会関係会員ヘ

周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、本件に関する最新の情報は、以下の特設サイ トに掲載されますことを申し

添えます。

記

・省エネルギー投資促進支援事業費補助金

htpsi〃 svouenehoivottn.sii.oroip/34business/

・省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金

httosi〃 svouenehoivottn.s五 .or.ip/124business/

・省エネ診断拡充事業 (省エネクイック診断)

https:〃 shoeneshindantip/
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経済産業省による令和 5 年度補正予算  省エネ補助金の公募期間等について

（情報提供）  

 

今般、令和 5 年度補正予算による「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事

業費補助金」及び「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の事業概要、公募要

領が公開されましたので、お知らせいたします。  

本件補助事業は、医療機関、介護施設等も対象となり得ます。  

1 次公募の期間が「令和 6 年 3 月 27 日（水）～4 月 22 日（月）」とされました。 

省エネ補助金は、事業者向けに省エネ性能の高い設備・機器への更新を支援する

もので、4 つの類型（Ⅰ～Ⅳ）がある中で、「Ⅲ  設備単位型」が多く利用されてい

ます。  

補助率は、事業の区分及び事業者の区分（「中小企業者等」「大企業」「その他」）

によって 1/3 以内～2/3 以内です。  

個人事業主（青色申告者に限る）及び、従業員が 300 人以下の医療法人は「中小

企業者等」の取り扱いになります。従業員が 300 人超の医療法人は「その他」の取

り扱いになります。詳細は公募要領をご確認ください。  

 

なお、医療機関、介護施設等の活用事例としては、「高効率空調」、「高性能ボイラ」

「業務用給湯器」「制御機能付き LED 照明器具」などがございます。活用事例は、 

https://sii.or.jp/cutback/example/search で検索することができます。また、業種「医

療・福祉」で検索した事例集を、ご参考としてお送りいたしますので、ご参照いた

だければ幸いです。  

 

その他、省エネルギー診断拡充事業として、中小事業者等が 1 設備 5,500 円な

どの料金で専門家による省エネクイック診断を受けられる事業もあり、詳細は下記

特設サイトで公開される予定となっています。医療法人の場合、前年度もしくは直

近 1 年間のエネルギー使用量（原油換算値）が 1,500kl 未満の事業所が対象となり

ます。  

https://sii.or.jp/cutback/example/search


また、本件に関する最新の情報は、今後公表される説明動画や補助対象設備一覧

等を含め、以下の特設サイトに掲載されます。  

・省エネルギー投資促進支援事業費補助金

https://syouenehojyokin.sii.or.jp/34business/  

・省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金

https://syouenehojyokin.sii.or.jp/124business/ 

・省エネ診断拡充事業（省エネクイック診断）

https://shoeneshindan.jp/ 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知の上、郡市区医師会

および会員への周知方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。  

【別添資料】  

・事業概要  令和 5 年度補正予算  省エネルギー投資促進支援事業費補助金

・事業概要  令和 5 年度補正予算  省エネルギー投資促進・需要構造転換支援

事業費補助金  

・医療・福祉における活用事例

・事業概要  省エネクイック診断（令和 5 年度補正予算）

https://syouenehojyokin.sii.or.jp/34business/
https://syouenehojyokin.sii.or.jp/124business/
https://shoeneshindan.jp/


















省エネ
クイック診断

令和５年度補正予算 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費
（中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業）

完
了
！

１３

円～

１１

１２

光熱費を下げたい

気になる設備（空調など）の

省エネアドバイスを受けたい

すぐにできる省エネ取組みを
知りたい

省エネの専門家が飲食店・工場・ビル等を訪問し、エネルギー管理

状況の診断を実施します。設備・機器の運用改善や設備投資の

提案を行うことで、エネルギーコスト削減に協力します。

省エネクイック診断とは

～簡単５ステップで設備をクイック診断～

こんな方におすすめ

特設WEBサイト

からお申込み
日程・詳細の調整

専門家が現地訪問し

省エネ診断を実施

診断報告書に

基づき専門家が

診断結果を報告

診断機関へ料金の

お支払い

３つのクイックポイント
契約から報告会までの期間

最短１か月

短時間でニーズに

応じた診断が可能

即日実行可能な

運用改善をご提案



■ 省エネ診断のメリット

費用０円での
コスト削減も可能
➢設備、機器の最適な
使い方の提案

➢温度、照度等の設定値
の適正化
※診断費用はかかります。

省エネ取組の
立案支援

➢エネルギー使用量を
把握することで、コスト
意識の醸成や設備更
新の判断材料とする
ことが可能

➢エネルギーコストが
気になる設備から短時
間で診断可能

短時間でニーズに
応じた診断が可能

※１設備のみの診断も可能です。

■ 料金（税込）

■ 申込について

▶申込期限 ２０2５年１月上旬まで（※）

▶診断を受けられる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、省エネ診断を受診することができます。

⚫ 中小企業基本法に定める中小企業者

⚫ 会社法上の会社に該当せず、前年度もしくは直近１年間のエネルギー

使用量（原油換算値）が１,５００ｋｌ未満の事業所（※）

※ 予算額に達した場合、
予定より早く受付を終了する場合があります。

※会社法上の会社以外とは、「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」

「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」「中小企業団体等以外の協同組合」等をいう。

詳細ＵＲＬ

ナビダイヤル

省エネクイック診断の詳しい情報・お申込みはこちらから！

メリット① メリット② メリット③

省エネ診断コース 効果測定コース
（過去に省エネ診断を受診した事業者向け）

設備単位プラン
※最大２設備まで組合せ可能です

各設備 ￥５,500 各設備 ￥３,850

まるっとプラン
※１プラン、原則３設備となります

￥1６,500 ￥11,55０

対
象
設
備

空調
設備

照明
設備

ボイラ・
給湯器

工業炉
受変電
設備

冷凍
冷蔵
設備

コンプ
レッサ

生産
設備

給排水・
排水処理

デマンド

https://shoeneshindan.jp/guide/

０５７０－０９９－０１３
※ＩＰ電話からのお問い合わせ

０４２－２０４－０５６４

受付時間 ： 10：00～12：00、13：00～17：00（土日祝日を除く）
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